
議案第９号 

   職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

                   印西市長  板 倉  正 直   

 

 

 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

 第８条の２第１項の表を次のように改める。 

号給 給料月額 

１－１ １７３,７００円  

１－２ １７９,６００円  

１－３ １８５,４００円  

２－１ １８４,６００円  

２－２ １９１,８００円  

２－３ １９９,４００円  

３－１ ２０２ ,４００円  

３－２ ２０８ ,０００円  

３－３ ２１３ ,２００円  

４－１ ２１１ ,２００円  

４－２ ２１６ ,３００円  

４－３ ２２０ ,５００円  

５－１ ２１８ ,５００円  

５－２ ２２２,４００円  



５－３ ２２５,８００円  

６－１ ２２２ ,４００円  

６－２ ２２５,８００円  

６－３ ２２９ ,２００円  

７－１ ２２３,７００円  

８－１ ２３０ ,７００円  

９－１ ２３６,８００円  

１０－１ ２３７,６００円  

１１－１ ２５１,１００円  

１２－１ ２５６,２００円  

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


